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『防衛法研究』投稿・執筆要領

　Ⅰ　投稿にあたって
　１　投稿原稿は、完成原稿とし、著者校正は原則として１回とする。
　２　内容目次は不要。
　３　論文には、必ず欧文タイトルをつける。
　４�　原稿は、論文の場合 200字詰原稿用紙 80枚（16,000字）以内、書評・研究ノートは 40枚（8,000

字）以内とする。
　５�　提出原稿には、住所、氏名（ふりがなを付す）、所属・地位、電話番号および 200字詰原稿用
紙換算枚数（データによる執筆の場合）を記した紙片を同封する。

　６　原稿は締切期日までに、下記宛先まで郵送するか、又は電子メールに添付して送付する。
〔論文送付先〕　〒 239-8686 神奈川県横須賀市走水 1-10-20

　　　　　　　防衛大学校 人文社会科学群公共政策学科　
　　　　　　　山中倫太郎研究室内 防衛法学会事務局（jsdl-admin@sakura.ne.jp）
　７　投稿論文の採否は、本会査読委員会による審査の上、決定する。
　８　原稿締切は、毎年 8月 5日とする（10月初旬刊行）。
　９�　本誌に掲載された論文の著作権は、学術著作権協会と防衛法学会との間で締結される複写権等
の委託契約に関わる限りで、防衛法学会に帰属する。

Ⅱ　執筆にあたって
　１�　原稿は、データ原稿が望ましい。Ａ４判用紙に横書きとし、原稿には頁数をつける。また、原
稿に加え、これを保存した記憶媒体を添付する。手書原稿の場合には、200字詰原稿用紙に横書
きとする。

　２�　書評については、著者名、書名、出版社、刊行年、総頁数を記す。なお、和書に関しては価格、
外国文献に関しては出版地名と書名の仮訳を併せて記すこと。

　３�　本文に初出する人名は、原則としてフルネームで記し、非漢字使用圏における人名は（ミドル
ネームを除き）カタカナ表記した後、活弧内でアルファべット表記を付す。（例：ガブリエル・Ａ・
アーモンド（Gabriel A. Almond）；サミュエル・Ｐ・ハンチントン（Samuel P. Huntinton）、国名、
地名等もこれに準ずる。

　４　図表等は、制限枚数中におさめ、最小限とする。
　５�　数字は、原則としてアラビア数字を使用し、外国の度量衡に関しては、カタカナ表記とする。
ただし、図表では、記号を用いる。

　６�　論文中の見出しは、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ…、１、２、３…、（1）、（2）、（3）…、①、②、③…の順で表
記する。

Ⅲ　注の付し方について
１　日本語文献の場合
　①�　注は全て、本文の末尾に一括して掲げる形式をとる。引用文献については、著者・編者名、書
名（論文名）、出版社名（雑誌名）、出版年（巻・号数、発行年月）、該当頁の順に正確に記す。

　　�なお、著書名には二重カギ括弧（『　』）、論文名にはカギ括弧（｢　｣）を付す。単行本所収の論
文の場合には、著者名・書名を記す。

　②�　同一文献の引用が続く場合には、「同上」とする。
　③�　既出論文を再引用する場合には、とくに混乱のおそれがない場合には、原則として、前掲書、
前掲論文と記す。混乱のおそれのある場合には、著書名の後に、適当に略した書名・論文名を記す。
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　④　翻訳の場合は、訳者名を記す。
　⑤　新聞名には二重カギ括弧を付し、日付を明記する。
　⑥　未刊資料・学位論文などは、その所在を明らかにする。
　⑦�　一つの注の中で複数の日本語文献を引用する場合には、原則として、文献の間を句点（。）で
区切る。

２　外国語文献の場合
　①　手書原稿の場合でも、欧文箇所についてはタイプ打ちとし、行間を十分に空ける。
　②�　注における記載順は、著者・編者名、書名（論文名）、出版社（雑誌名）、出版年（巻・号数、
発行年月）、該当頁とする。

　③　欧文文献の書名・雑誌名は、イタリック体にする（原稿の当該部分にその旨指定する）。
　④�　ibid.（同書）や op. cit（前掲書）の類いもイタリック体とする。p. や pp. は、小文字で記す（ド

イツ語、フランス語文献の場合はこの限りでない）。
　⑤�　既出の場合は、原則として著者名の後に op. cit を付す。同一著者の文献を複数引用し、混乱の

おそれのある場合には、日本語文献の例③に準ずる。
　⑥　単行本所収の論文を引用する場合には、論文名の後に編者・書名等を記す。
　⑦　一つの注の中で複数の外国文献を挙げる場合には、文献名の間をセミコロン（；）で区切る。
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国戦争権限法の研究』（成文堂、1990年）、112頁以下。
　⑪�　眞邉正行「災害緊急管理法制確立への提言－阪神淡路大震災から得た教訓－」防衛法学会編『防
衛法研究』第 19号（1995年 10月）、15頁。
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24巻第１号、1996年６月）、90～ 91頁。
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